
求職登録を希望される方へ 

東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所 

(届出番号13－地―000002) 

 

以下の注意事項をよくお読みになったうえで、求職登録を行ってください。 

ご不明な点は、お問い合わせください。 

 

１．東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所（「本所」）の概要 

本所は、へき地医療機関に就職を希望する医療従事者の方を対象に、求人・求職の登録・相談・無料職業

紹介をすることを目的に設置しています。 

 

(対象とする事業所） 

東京都内の次の町村に所在する医療機関 

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、 

檜原村、奥多摩町 

 

(対象とする職種） 

医師、歯科医師、薬剤師、(准)看護師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、 

歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、栄養士 

 

２．求職登録の方法 

（１）求職登録票（様式第２号）に所定の事項を記載し、郵送、電子メールのいずれかにより提出してくだ

さい。 

（２）従事を希望する職種の資格証の写しを必ず添付してください。 

（３）登録にあたり情報を確認させていただくことがあります。 

 

３．紹介の流れ 

（１）求職登録を行っていただいた後、登録した条件に合致する求人がある場合に、本所から求人情報をお

知らせいたします。 

（２）求人内容をご検討のうえ、就職を希望するか否か、本所までご連絡ください。随時ご相談に応じま

す。 

（３）就職を希望される場合は、求人者に本所から紹介します。 

（４）求人者から連絡がありますので、面接等の選考を受けていただきます。 

 

 
４．登録情報について 

（１）登録した事項に変更があった場合は、郵送もしくは電子メールのいずれかの方法により速やかに申出

を行ってください。 

（２）本所は、申込みを受理した後、相談・紹介等を実施しない期間が２年を経過した場合、求職者から特

段の申出がない限り、登録を削除し、本所が保有する個人情報を速やかに破棄いたします。 

（３）本所は、登録内容に事実と異なる記載を確認した場合、登録内容の該当部分の一部もしくは全部を削

除いたします。 

 

５．連絡先 

東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所（東京都保健医療局医療政策部救急災害医療課内） 

(住所)〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 保健医療局医療政策部救急災害医療課内 

(TEL)０３-５３２０-４４２８  (e-mail) S1150402@section.metro.tokyo.jp 

  



東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所 

 

 

 

以下は、本所の運営に関する規程の抜粋です。登録の前にご一読ください。 

詳細な規程をご覧になりたい方は、ご連絡ください。 

 

（求職） 

本所は、本所の取り扱う範囲の求職に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。た

だし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しない。 

 

（紹介の基本方針） 

１ 本所は、職業安定法第２条に規定する職業選択の自由を踏まえ、求職者に対して、希望と能力に応じた

職業に就くことができるよう、求人者を紹介することを基本とする。 

２ 本所は、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。 

３ 本所は、求職者又は求人者に対し、本所の執り行う業務について、国籍、信条、性別、社会的身分等を

理由として差別的な取扱いは一切しない。 

４ 本所は、労働争議に対しては中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は、紹介

を行わないものとする。 

 

（個人情報取扱責任者等） 

１ 東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所（以下「本所」という。）が保有する個人情報を取り扱

う職員の範囲は、保健医療局医療政策部救急災害医療課に属する職員とする。 

２ 前項の個人情報を取り扱う責任者（以下「個人情報取扱責任者」という。）は、職業紹介責任者とす

る。 

３ 個人情報取扱責任者は、個人情報を取り扱う第１項に規定する職員に対し、個人情報の取扱いに関する

教育・指導を少なくとも年に１回は実施するものとする。 

４ 個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者講習会を少なくとも５年に１回は受講し、個人情報の保護に関

する事項等の知識・情報を得るよう努めるものとする。 

 

（個人情報の開示請求等） 

１ 個人情報取扱者は、本所が保有する個人情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があっ

た場合は、その請求に基づき本人が有する資格、職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行

うものとする。 

２ 個人情報取扱者は、前項の開示請求による開示に基づき訂正（追加及び削除を含む。以下「訂正等」と

いう。）の請求があった場合は、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく登録内容の訂正等を

行うものとする。 

３ 個人情報の開示又は訂正等に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることと

する。 


